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新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者等の待機期間の 

短縮等について（通知） 

  このことについて、厚生労働省より待機期間の短縮等の事務連絡がありましたの

でお知らせします。 

つきましては、本通知に基づく対応の御協力をお願いするとともに、関係機関へ

周知いただきますよう併せてお願いいたします。 

なお、各市町村には別途通知していることを申し添えます。 

記 

１ 改正内容（詳細は別添厚生労働省通知をご参照ください） 

 （１）濃厚接触者の待機期間の短縮について 

  （ア）濃厚接触者の待機期間を最終暴露日から原則 5日間とし、6日目に解除 

（イ）社会機能維持者であるか否かに関わらず、2日目及び 3日目の抗原定性

検査キットを用いた自費検査で陰性確認後、3日目から解除が可能 

  （ウ）上記（ア）（イ）の場合であっても、7日間が経過するまでは、検温な

ど自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等感染し

た場合に重症化リスクが高い方との接触やハイリスク者が多く入所・入

院する高齢者・障がい児者施設や医療機関への不要不急の訪問、感染リ

スクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染

対策を求める 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当 感染症企画チーム  024-521-8583)  


